
（議長） 
 建設水道課所管予算並びに関連議案について補足説明を求めます。「建設水道課長」。 
 
「建設水道課長」（補足説明） 
 それでは宜しくお願い致します。建設水道課所管の一般会計予算についてご説明申し上

げます。 

まずは、歳入でございます。予算書は２９頁から、２６頁から２９頁及び３２頁から３

５頁でございますが、こちらにつきましては例年と大きな変更点はございませんので割愛

させて頂きます。 

 次に歳出予算でございます。こちらにつきましては新規事業に絞りまして、説明させて

頂きます。建設水道課所管分の一般会計予算につきましては、予算書の９２頁から１０１

頁までとなってございまして、８款、土木費の 1目、土木管理費。２目、道路橋梁費。３

目、河川費。５目、都市計画費及び住宅管理費の一部が予算科目となってございます。 

 それでは予算資料の方で説明させて頂きます。予算資料は１５頁から１６頁になってご

ざいます。資料番号２２８番、道路新設改良費の町道新栄町河原通り道路改良工事でござ

います。定例会資料の１６頁をお開きください。町道新栄町河原通りの道路改良工事につ

きましては、平成２８年度から３０年度までの３ヵ年で実施するものでございまして、平

成２８年度につきましては、全体延長３００メートルの内、約１００メートルを実施する

ものでございます。また、この改良に併せまして、水道老朽管の布設替えを同時に行うも

のでございます。 

 次に資料番号２３０番でございます。道路維持費の町道茂尻町線縦断側溝布設替工事で

ございます。定例会資料の１８頁をお開きください。町道茂尻町線の国道に向かって左側

の側溝が経年劣化により、損傷が著しいことから、延長２００メートルの側溝の布設替え

を行うものでございます。 

続きまして資料番号２３２番、道路照明費の町内会管理街灯の LED化及び修繕助成でご

ざいます。定例会資料の１９頁をお開きください。既設の町内会管理街灯を LED照明に取

り換える場合は８０パーセント、簡易修繕に対しましては３０パーセントの助成を行うも

のでございます。 

次に資料番号２３７番、河川総務費の普通河川五勝手川転落防護柵布設替工事でござい

ます。定例会資料の２０頁をお開きください。五勝手川の転落防護柵については、経年劣

化により腐食が著しいことから、布設替工事を行うものでございます。工事につきまして

は３ヵ年で実施するものでございまして、平成２８年度については、全体延長３００メー

トルの内、約１００メートルの布設替を実施するものでございます。 

次に資料番号２４７番、都市計画総務費の都市計画図２５００分の 1の現況図作成でご

ざいます。平成４年度に作成した２５００分の 1の都市計画図の更新を行うものでござい

ます。 



次に資料番号２５２番、都市整備事業費の町会所会館外壁改修でございます。平成１３

年に供用開始致しました町会所会館ですが、経年劣化による外壁一部損傷部の補修と、塗

装が剥がれ落ちていることから再塗装を行うものでございます。 

以上が一般会計予算についての説明になります。 

続きまして、公共下水道事業特別会計の予算についてご説明申し上げます。 

歳入予算でございます。予算書２２０頁から２２７頁でございます。こちらの公共下水

道事業の歳入につきましても例年と大きく変わった点はございませんので、割愛させて頂

きます。 

 次に歳出予算でございます。こちらにつきましても新規事業に絞りまして、説明させて

頂きます。 

 予算書２２８頁、２２９頁をお開きください。２項、施設管理費、1 目、管渠管理費、

１３節の委託料の中のですね、マンホール点検調査委託でございます。こちらにつきまし

ては町内に約８００箇所、設置されておりますマンホールの点検調査を４年間で実施する

ものでございまして、平成２８年度につきましては２００個程度のマンホールの点検を予

定してございます。 

 次に予算書２３０頁、２３１頁をお開きください。同じく施設管理費の２目、下水道管

理センター管理費、１３節の委託料の中の下水道管理センター他、長寿命化計画策定委託

でございます。こちらにつきましては社会資本整備総合交付金を活用しての事業でござい

まして、平成２８年度から３０年にかけまして、３ヵ年で実施するものでございます。 

 次に同一頁のですね、３項、事業費、1目、公共下水道施設費、１３節の委託料の公共

下水道整備実施設計等委託でございます。これにつきましては陣屋町の駅舎跡地に建設さ

れます公営住宅に伴って、必要となります公共下水道管渠整備に係る実施設計委託でござ

います。こちらも社会資本整備総合交付金を活用して取り進めるものでございます。 

以上が公共下水道特別会計の予算説明となります。 

続きまして、水道事業会計予算についてご説明を申し上げます。平成２７年度と比較し

ますと、歳出規模では前年度とほぼ同程度となってございます。給水人口の減少に伴いま

して、給水収益は微減と見込みしてございます。 

 また、一般会計からの繰入金につきましては、平成２８年度より繰入基準額の１００パ

ーセントの繰入となり、増額となったところでございます。 

 平成２８年度の主な建設事業費につきましては、老朽管の布設替を３箇所、それから砂

川浄水場完成時からの稼働しております計装設備機器の更新を予定してございます。 

 このほか、通常の維持管理経費を計上しているところでございますが、２７年度に高区

浄水場を休止したことに伴い、全体の維持管理費は４００万円程度減少してございます。 

 以上が水道会計予算の説明でございます。 

 引き続きまして、議案についてご説明申し上げます。 

 議案の第２８号、江差町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例についてでございま



す。議案書の４３頁、定例会資料の４９頁をお開きください。江差町道路占用料徴収条例

の一部改正についてでございます。こちらにつきましては、昨年度の道路法の一部改正に

伴い、道路占用料が変更となりましたことから、町におきましてもそれを受け道路占用料

の改正を行うものでございます。内容につきましては、議案書の４６頁、４５頁、４６頁

に記載の通りでございますので、ご確認をお願い致します。 

 次に、議案の第２９号、町道路線の認定について、でございます。議案書、議案の４７

頁、定例会資料の５０頁をお開きください。路線番号３０９号、路線名は橋本町２号通り、

区間につきましては起点、橋本町１３６番地の１地先から、終点、橋本町７７番地の６地

先までの延長５８．８メートルでございます。本路線につきましては、これまで町有地と

して管理してきた所でございますが、現地の状況から、近隣住民などの不特定多数の方の

生活道路として利用されており、今後は町道として管理をするものでございます。 

 次に路線番号３１０番、路線名は伏木戸北通りでございます。区間につきましては、起

点、伏木戸町５７４番地地先から、終点、伏木戸町５８５番地の５地先までの延長２８９

メートルでございます。当該路線の敷地につきましては平成１４年度に法定外公共物とし

て函館財務事務所より譲与を受けているころでございます。本路線につきましても、地域

住民など不特定多数の方が生活道路として利用されており、今後は町道として管理をする

ものでございます。 

 以上、ご審議方、議決くださいますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

（議長） 
 以上で説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑希望ありませんか。 
 
「萩原議員」 
 はい、議長。 
 
（議長） 
 「萩原議員」。 
 
「萩原議員」 
 １点だけ、水道料金について、でございます。町民税や固定資産税、国民健康保険税、

軽自動車税につきましては、２８年度にシステム改修をおこない、２９年度にはコンビニ

エンスストアで本格的に納入出来るということなのですけれども、水道料金が出来ないっ

ていうことは、水道料金も出来るようにしたほうが良いのではないかということが１点。 
 それともう１つ。水道料金に関しまして、ゆうちょ銀行では納入できないということで

ありますので、その点について２点ご質問致します。 
 町民と致しましては、町に対するお金に対して、いっぺんに払う場合もありますので、



あの、一部だけコンビニではなくて全てコンビニの方がいいかなというような考えで、こ

とでございますので、その点について宜しくお願い致します。 
 
（議長） 
「建設水道課長」。 
 
「建設水道課長」 
 萩原議員から水道料金の支払いの関係で２点のご質問でございます。 
 水道料金のコンビニ払いに関しましては、以前にも検討した経過がございますが、あの

やはりコンビニ払いにするということになりますと、現システムのですね、改修が必要に

なるものでございます。改修にかかる費用については、概ね２００万程度を要するものと

して、試算をしてございます。更にこれに加えましてですね、コンビニ払いをする場合に、

事務手続きの事務手数料が発生するものでございまして、銀行口座引き落としをしますと、

手数料が１件当たり１０円から１５円程度かかるのに対しまして、コンビニではですね１

件当たり６０円程度の手数料がかかるものでございます。仮に、２割から３割程度コンビ

ニ払いをしたとすればですね、概ね年間７０万から９０万の手数料が新たに負担となるも

のでございます。このような状況でございますので、担当課とすれば、口座振替を今後も

推奨して参りたいという風に考えてございますので、ご理解をお願いしたいと思います。 
 それから２点目のですね、ゆうちょ銀行の振込用紙の関係なのですが、振込用紙が、別

に必要となるものでございまして、コンビニと同様ですね、システムの改修が必要になる

ものでございます。こちらにつきましても、出来れば今の口座繰替の方に移行して頂くよ

うな形に、うちの方でもお願いしておりまして、何とかそちらの方に移行出来ればなとい

う風に思っておりますので、ご理解をお願いします。 
 
（議長） 
 「萩原議員」。 
 
「萩原議員」 
 はい、いいです。 
 
（議長） 
 いいですか。はい、「西海谷議員」。 
 
「西海谷議員」 
 ＬＥＤの、ＬＥＤ化の改修及び修繕のことにつきましてご質問させて頂きます。この間、

全町ＬＥＤ化、これは、今後も全町ＬＥＤ化に向けて、計画は継続していく考えだと思っ



ておりますけれども、今年度の予算を見込みまして、大体何基位の修繕改修を見込んでい

るのか、で、そのことによってそれぞれ順次だと思いますけれども、各自治会もしくは町

内会、それぞれに、どういうような形で充てていくのか。何年を見込んでいるのか。その

辺お知らせ頂ければと思います。 
 
（議長） 
 「建設水道課長」。 
 
「建設水道課長」 
 西海谷議員からＬＥＤ化の助成に対するご質問でございます。 
 まずはですね、今年から始まる事業でございまして、今年につきましては概ね各町内会

を、１８万円の費用を上限にしようということで考えてございまして、一基あたりですね、

町内の電気屋さんに確認しましたら、設置までについてはですね、概ね２万５千円から３

万程度ということで確認が取れてございます。ですので、各町内会１８万満度にやったと

すれば、概ね５・６灯はできるのかなという風に考えてございます。各町内会によりまし

てはですね、あの管理灯数が全く違うものでございまして。例えば１０数基から１００数

十基っていう町内会もございまして、その町内会によりましてですね、あのＬＥＤ化に時

間かかるところと、何年かで出来てしまうところがあると思いますが、これにつきまして

は一定程度ＬＥＤ化が、図られるまで、担当課とすればあの続けていきたいという思いを

していますので、ご理解をお願いします。 
 
（議長） 
 いいですか、「西海谷議員」。 
 
「西海谷議員」 
 お答えの通りですね、あのやはりこれは大変有意義な助成だと思いますので、是非継続

して頂きたいと思っておりますので、宜しくお願い致します。 
 
（議長） 
 答弁いりません。はい、次、「小野寺議員」。 
 
「小野寺議員」 
 はい、議長。課長、申し訳ないのですが３点、３点、３点。パークゴルフと、水道の関

係と、街灯の関係、３点にします。それで順次。 
 パークゴルフ、あのいよいよと言いますか、昨年来町長の一定の方向性も含めて、整理

が進んでくというか方向にきております。それで、１つだけ、あの柳崎の件についてお聞



きします。柳崎のパークゴルフとなるとちょっと部署別かもしれませんが、パークゴルフ

を使う上において周辺の整備、特に道路。トイレ云々となるとちょっとまた別だと思いま

すので、道路。これは、大きく言うと、町道の関係とそれ以外、土現でしょうか。いずれ

にしてもパークゴルフ場の問題についてはこの間ずっと出ております。いずれにしても、

道路の問題もきちっと両面から整理してかなければならないと思いますが、改めてお考え

を聞きたい。それが１つ。 
 それから２つ目、水道。今年の１月の１４日でしたか。日高の浦河沖で地震がありまし

た。函館辺りで震度５、江差で３位ですか。その時、水堀の水道管が破裂致しました。一

般的に震度５とかですと水道管の破裂云々というのがありますが、震度３で水道管が破裂

したというのはどういうことなのか。少し経緯を教えて頂きたい。これが２点目。 
 ３点目、街灯の問題です。今町内では時間によって街灯消している所があります。簡単

で宜しいのですが、何カ所位で、で、結果的にそれがどの程度の節約になっているのか。

私はやはり、きちっと地域によって差があるというのはおかしい。人の通りが多いのか少

ないのか、それは別として、やはり必要なもので点けているはずなのです。それを時間で

切ると言うのはね、おかしい。見直しが必要だと思いますが、これを含めて３点お聞きし

ます。 
 
（議長） 
 「建設水道課長」。 
 
「建設水道課長」 
 小野寺議員から３点にあたるご質問でございます。 
 まず第１点目のパークゴルフ場、柳崎の周辺の道路整備でございます。先程小野寺議員

からもありましたように、あそこの地域については町道と一部河川用通路ということで、

土現、函館建設管理部の管理になっている道路でございまして、地域の要望だとか、パト

ロールで年間数回に渡って、砂利敷きなどの維持管理をこれまでもしてきてございます。

河川の部分に関しては、函館建設管理部にもお願いをしながら、そのような対応を取って

きているところでございます。このあと、今年に入って、パークゴルフ場の関係で利用者

が多くなるということであれば、今後またパトロールを増やす等、うちの関係課と協議を

しながら、きめ細やかな対応をして参りたいという風に考えてございますので、ご理解を

願いたいという風に思います。 
 ２点目の１月１４日に発生しました地震による水道管の破損の関係でございます。水堀

の国道ぶちの水道の配水管の破損でございますが、水堀地区につきましては、平成５年の

地震でも液状化が広範囲で発生しているような地区でございまして、地盤については非常

に悪い所でございます。水道管の今回の破裂の関係ですが、あのはっきりした因果関係は

分かりませんけれども、おそらく今回の震度３の地震によって、何らかの力が加わったこ



とによって、その部分が破損したものだという風に考えてございます。水堀地区全体が、

あの地盤は悪いのですが、破損したのはあそこ１箇所でございますので、おそらく偶発的

なものが重なって、あの部分だけいってしまったのかなという風に担当課としては考えて

ございます。あそこの管につきましても、平成５年の地震の後に、布設替えをした管区で

ございまして、それほどまた老朽しているという管ではございません。そのような認識を

してございますので、ご理解をお願い致します。 
 それから、３点目の街灯の、町管理街灯の、タイマー設置の関係です。町管理街灯タイ

マーの設置の関係、経過を申しますと、平成１５年に、重量制の路線、いわゆるそのメー

ターがついている路線にタイマーを設置しまして、当時、１１時で消灯になるような形で

タイマーを設定したということでございます。設置した路線につきましては６路線でござ

います。その後２２年に、一部町管理街灯のＬＥＤ化をしたことによりまして電気料金が

削減になりましたことから、平成２３年度からは一部の路線を除いて１時まで、午前１時

まで電気を点くようにして、それ以降は消灯しているという内容でございます。一部の路

線というのは、ですね、江差高校の路線でございまして。先程小野寺議員もご指摘ありま

したけども、夜の交通量が非常に少ないということでそういうような措置をしてきた経過

でございます。以上現状でございます。 
 
（議長） 
 はい、「小野寺議員」。 
 
「小野寺議員」 
 水道管の方は、わかりましたというか、引き続きちょっと私も少し調べたいなと思うん

ですが。 
 まずパークゴルフ場の道路整備、私もそうですね、あそこ週に１・２回は実は通るので

す。もう毎年、毎月。もう冬も。だからわかっているのですよ、あそこ。今おっしゃった

砂利敷設します。しても、パークゴルフだけではないですけれども、ね、もうその砂利の

跡なんてもうすぐ、跡無くなっちゃいますね。だから対策は、それはそれで必要ですけれ

ども、舗装が難しいのであれば、もう少し、何て言ったらいいのでしょう。どうしたらい

いのでしょうかね、室井さん。あの、方法をね、ダメですよ、あのままだったら。まずね、

まず１つ。 
 街灯に関して言うと、私は見直しが必要ではないかといったのは、その例えば今、江差

高校、あそこだってあの本当にもう暗いですよ。それから豊川町。暗いですよ。使ってい

る人いますよ。人が少ないかもしれません。もう見直しどうですか。以上２つ。 
 
（議長） 
 「建設水道課長」。 



 
「建設水道課長」 
 パークゴルフ場の関係ですが、町道の部分については、一部舗装になっている箇所もご

ざいます。それから、あの議員ご存じの通り路線によっては、排水対策をきちっとしなけ

れば、舗装整備だとかできない所もございまして。大変そういう風になると、大変事業も

大掛かりになってくるのかなという風に考えてございます。最初の答弁と重なる答弁には

なりますけれども、今まで以上に、現状確認、パトロールを強化して、なるべくその通行

の支障にならないような形で維持管理に努めて参りたいという風に考えてございますの

で、ご理解をお願いしたいと思います。 
 それから街灯のタイマーの部分です。先程ちょっと答弁漏れございまして。どの程度削

減になったのかという部分、答弁漏れございましたが。まずそこからお答えしたいと思い

ます。タイマー設置して、前年度比１２パーセントで年間７０万円の削減となったところ

でございます。地域との話の中では、全線が真っ暗というのは、非常に危険ではないかと

いうことで、１５年の設置の後に、交差点部だとか、あと主要個所を何カ所か点灯させた

という経過もございます。今後またですね、全線を点けるということになるとちょっと財

政的な負担も出てくるものですから。今の要所、要所、つけている街灯の箇所をですね、

また何カ所か増やすような対策も検討して参りたいという風に考えてございますので、ご

理解お願いします。 
 
「小野寺議員」 
 議長ちょっとすいません。 
 
（議長） 
 「小野寺議員」。 
 
「小野寺議員」 
 あのもしわかればで、いいのですが、今の７２万円、これもしＬＥＤに全部替えたらど

うなるんでしょうかね。もし、概算でも宜しいのですけれど。 
 
（議長） 
 はい、「建設水道課長」。 
 
「建設水道課長」 
 具体的なですね、概算はしたことはございませんが、今消している路線についても、一

部ＬＥＤになっている路線がございますので。既にＬＥＤになっていますのでね、その他

の路線を替えれば、近いものは出るのかなと思うのですが、削減できるのかなと思います



が、まだ灯具が、うちの大型照明の場合ですと、一基当たり３０万から４０万程度という

あのお金がかかるという風になってございますので、今の町内会の負担は、町内会の街灯

はどうしても防犯等で小さい街灯なものですから。あのうちの方は大きいハイウエイトと

いわれる大きい街灯なものですから、なかなか料金が、その設置にかかる費用がまだまだ

高いという風に考えてございますので、これにつきましては今後あの検討して参りたいと

いう風に考えてございますので宜しくお願いします。 
 
（議長） 
 いいですね。他に質疑希望ありませんので、建設水道課所管予算並びに関連議案につい

ての質疑を終わります。 
 


